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各  位  

 

上 場 会 社 名 株式会社ボルテージ 

代 表 者 代表取締役社長 津谷 祐司
（コード番号 3639） 

問合せ先責任者 取締役 柴原 新吾

(TEL 03-5475-8160) 

 

 

新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ 

 

当社は、平成23年５月20日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、

下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所市場第一部また

は市場第二部への市場変更につき承認をいただいております。詳細につきましては、本日付当社

開示資料「東京証券取引所における上場市場の変更に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

記 

 

【本資金調達の背景と目的】 

当社を取り巻くビジネス環境は、モバイルコンテンツ市場において、公式サイトの成長鈍化とソ

ーシャルアプリの伸長が同時進行で見込まれる一方、携帯電話端末市場において、スマートフォン

（注１）端末の普及が進む等、大きな変化が生じております。 

このような環境変化の下、当社といたしましては、「恋人ゲーム」シリーズ及び「恋も！仕事も！」

シリーズ（注２）に経営資源を集中し、コンテンツの付加価値を高めると同時に、収益源の多様化

を図ることを当面の戦略とし、当社事業全体の収益向上を目指しております。 

上記戦略の下、当社が新たに取り組む施策は、以下の通りであります。 

 

①ソーシャルアプリは、「ドラマ × ソーシャル要素」（注３）を方針として、より収益性の高

いゲーム構造に進化させていく 

②公式サイトは、「テレビ CM × 高顧客単価」を方針として、テレビ CM を定常的に出稿し、こ

れまでリーチできなかったレイト層（注４）を獲得すると同時に、獲得した顧客のコンテンツ

利用総額を高める 

③スマートフォン向けコンテンツは、「多面展開 → 集中・本格化」を方針として、平成 23 年

６月期上期には、「恋人ゲーム」シリーズに加え電子書籍も展開していたものを、今後は「恋

も！仕事も！」シリーズ及び海外向けコンテンツの拡張とともに、既存の公式サイト及びソー

シャルアプリのスマートフォン対応を行う 
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（注）１ ス マ ー ト フ ォ ン ：コンピュータを内蔵し、音声通話以外に様々なデータ

処理機能を持った携帯電話で、アプリケーションを追

加して、機能の強化やカスタマイズができるものです。 

２ 「恋も！仕事も！」シリーズ：当社が配信する女性向け恋愛シミュレーションゲーム

「恋人ゲーム」シリーズに続く、30 才前後の大人の女

性に向けた新しいシリーズです。 

３ 「ドラマ×ソーシャル要素」：当社の強みであるドラマ性のあるコンテンツに、ユー

ザーのコンテンツ利用を高めるために、他のユーザー

との協力や競争等、ユーザー間の交流を図る要素を組

み合わせることを指します。 

４ レ イ ト 層     ：携帯電話コンテンツの利用度が低いユーザー層を指し

ます。 

 

今回の公募増資による調達資金は、上記の施策のうち、テレビ CM の定常化、スマートフォン向

けコンテンツ及び海外向けコンテンツの開発への投資資金として充当する予定であります。 

なお、今回の公募増資により、株式の希薄化が生じます。しかしながら、当社は上記の通り、調

達資金を事業成長のための投資に充当することで企業価値の向上に努める所存であり、中長期的に

は株主の皆様に資する結果をもたらせるものと考えております。 

また、同時に当社株主を売出人とする株式売出しを実施し、株主分布状況の改善や株式流動性の

向上を図ってまいります。 

 

１. 募集による新株式発行（一般募集） 

(１) 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 500,000 株 

(２) 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第

25 条に規定される方式により、平成 23 年５月 30 日（月）から

平成 23 年６月１日（水）までの間のいずれかの日（以下｢発行

価格等決定日｣という。）に決定する。 

(３) 増 加 す る 資 本 金 

及 び 資 本 準 備 金 

の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結

果１円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものと

する。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

から増加する資本金の額を減じた額とする。 

(４) 募 集 方 法  一般募集とし、みずほ証券株式会社を主幹事会社とする引受団

（以下｢引受人｣と総称する。）に全株式を買取引受させる。な

お、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協

会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定さ

れる方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場

合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた

価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案

した上で、発行価格等決定日に決定する。 

(５) 引 受 人 の 対 価  引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集にお

ける発行価格（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額
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である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。 

(６) 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業

日後の日まで。 

(７) 払 込 期 日  平成 23 年６月８日（水）  

 (８) 申 込 株 数 単 位  100 株 

 (９) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他新株式発行に必要な一切の事項の

決定については、代表取締役社長 津谷祐司に一任する。 

 (10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し） 

(１) 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 100,000 株 

(２) 売 出 人 及 び 

売 出 株 式 数 

 津谷祐司    80,000 株 

津谷奈々子   20,000 株 

(３) 売 出 価 格  日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第

25 条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に

終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～

1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需

要状況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。なお、

売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）と同一とす

る。 

(４) 売 出 方 法  売出しとし、みずほ証券株式会社（以下「売出しにおける引受

人」という。）に全株式を買取引受させる。 

売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受価額（売出

しにおける引受人より売出人に払い込まれる金額）を差し引い

た額の総額とする。 

なお、引受価額は 一般募集における払込金額と同一とする。

(５) 申 込 期 間  一般募集における申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日  平成 23 年６月９日（木） 

(７) 申 込 株 数 単 位  100 株 

(８) 売出価格、その他売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 津谷祐

司に一任する。 

(９) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(10) 一般募集が中止となる場合は、本引受人の買取引受による売出しも中止する。 

 

３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞１．をご参照） 

(１) 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 90,000 株 

なお、売出株式数は上限を示したものである。一般募集及び引

受人の買取引受による売出しの需要状況により減少し、又はオ

ーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われな

い場合がある。売出株式数は、当該需要状況を勘案の上、発行

価格等決定日に決定される。 

(２) 売 出 人  みずほ証券株式会社 
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(３) 売 出 価 格  未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人

の買取引受による売出しにおける売出価格と同一とする。） 

(４) 売 出 方 法  一般募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘

案した上で、みずほ証券株式会社が当社株主から 90,000 株を

上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。 

(５) 申 込 期 間  引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とす

る。 

(６) 受 渡 期 日  平成 23 年６月９日（木）  

(７) 申 込 株 数 単 位  100 株 

(８) 売出価格、その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定につい

ては、代表取締役社長 津谷祐司に一任する。 

(９) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(10) 一般募集が中止となる場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。 

 
＜ご参考＞ 

１. オーバーアロットメントによる売出し等について 

前記「３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロ

ットメントによる売出しは、前記「１．募集による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集及

び前記「２．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受に

よる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみず

ほ証券株式会社が当社株主から90,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、90,000 株を予定しておりますが、当該売出数は

上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのもの

が全く行われない場合があります。 

これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、みずほ証券株式会社は、

オーバーアロットメントによる売出しの売出数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権

利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、平成 23 年６月 27 日（月）を行使期限とし

て、上記株主から付与されます。 

また、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロット

メントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成 23年６月 22日(水)までの間（以下「シ

ンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引

所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付

け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシ

ンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。 

なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー

取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシ

ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

さらに、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロッ

トメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付け

た当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。 

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー

取引によって取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株

式会社は、グリーンシューオプションを行使する予定であります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによ



ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された

ものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場

合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
 

5 

る売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロッ

トメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普

通株式の借入れ、当該株主からのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所に

おけるシンジケートカバー取引は行われません。 

 

２. 今回の公募増資による発行済株式総数の推移 

(１) 現在の発行済株式総数 4,410,291 株 （平成 23 年５月 20 日現在） 

(２) 公募増資による増加株式数 500,000 株  

(３) 公募増資後の発行済株式総数 4,910,291 株  

 

３. 調達資金の使途 

(１)今回の調達資金の使途 

今回の一般募集に係る手取概算額 908,500 千円については、運転資金として、平成 24 年６月期

において、「レイト層への広告費」に 700,000 千円、「海外展開に向けてのコンテンツ制作費・広

告費・運営費」に 64,000 千円、残額を平成 24 年６月期から平成 25 年６月期において、「スマー

トフォン端末向けコンテンツ制作費」に充当する予定であります。なお、調達資金は、当社普通預

金口座に保管し、資金需要発生の都度使用することとしております。 

 

(２)前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

 

(３)業績に与える影響 

今回の調達資金を上記３.（１）に記載の使途に充当することにより、収益力の向上及び財務体

質の強化につながるものと考えております。 

 

４. 株主への利益配分等 

(１)利益配分に関する基本方針 

 当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、利益還元を図る

ことを基本方針としており、業績動向等を勘案しながら、原則、年１回の期末配当を実施させてい

ただくことを検討しております。 

 

(２)配当決定にあたっての考え方 

配当決定にあたっての考え方は、上記４.（１）の通りであります。 

 

(３)内部留保資金の使途 

 内部留保資金につきましては、今後の収益向上のために必要な、広告費やコンテンツの制作

費・運営費等に有効活用していく予定であります。 
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(４)過去３決算期間の配当状況等 

 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 

１株当たり当期純利益 262.14 円 172.39 円 258.48 円 

１株当たり年間配当金 －円 －円 －円 

実 績 配 当 性 向 －％ －％ －％ 

自己資本当期純利益率 41.4％ 27.4％ 29.6％ 

純 資 産 配 当 率 －％ －％ －％ 

（注） １. 各決算期の１株当たり当期純利益は、当期純利益の総額を期中平均発行済普通株式

数（自己株式を除く。）で除した数値です。  

２. 各決算期の自己資本当期純利益率は、当該決算期末の当期純利益を、新株予約権控

除後の純資産の期首･期末平均で除した数値です。 

 

５. その他 

(１)配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

(２)潜在株式による希薄化情報 

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第 280 条ノ 20 並びに、

会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づいて、新株予約権を発行する方法によるも

のであり、平成 23 年５月 20 日現在その概要は次の通りであります。 

なお、今回の公募増資後の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は5.8％となる見込みです。 

株主総会決議日 
新株式発行

予定残数 

行使時の 

払込金額 
資本組入額 行使期間 

平成 17 年６月７日 64,800 株 334 円 167 円
平成 19 年７月１日から 

平成 27 年５月 31 日まで 

平成 20 年６月 12 日 195,009 株 334 円 167 円
平成 22 年７月１日から 

平成 30 年５月 31 日まで 

平成 21 年９月 17 日 24,600 株 367 円 184 円
平成 23 年９月 18 日から 

平成 31 年５月 31 日まで 

平成 21 年 12 月３日 1,200 株 367 円 184 円
平成 23 年 12 月 11 日から

平成 31 年５月 31 日まで 

 

(３)過去３年間に行われたエクイティ･ファイナンスの状況等 

①エクイティ･ファイナンスの状況 

年月日 増資額 増資後資本金 増資後資本準備金

平成 22 年６月 10 日 
新規上場時有償一般募集 

423,200 千円 
409,600 千円 375,200 千円

 



ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された

ものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場

合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
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  ②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 平成 23 年６月期

始 値 －円 －円 3,500 円 
3,350 円 

□1,100 円 

高 値 －円 －円 3,940 円 
3,600 円 

□2,850 円 

安 値 －円 －円 2,953 円 
1,610 円 

□1,013 円 

終 値 －円 －円 3,350 円 
3,350 円 

□2,025 円 

株価収益率 －倍 －倍 12.96 倍 － 

(注) １. 株価は株式会社東京証券取引所マザーズにおけるものであります。なお、平成 22 年

６月 11 日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価につ

いては該当事項はありません。 

２. □印は、株式分割（平成 23 年１月１日付で１株を３株に分割）による権利落後の株

価を示しております。 

３. 平成 23 年６月期の株価については平成 23 年５月 19 日（木）現在で表示しておりま

す。 

４. 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期末の１株当たり当期純利益で

除した数値です。なお、平成 23 年６月期については未確定のため記載しておりませ

ん。 

 

(４)ロックアップについて 

一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であり当社株主である津谷祐司

及び津谷奈々子は、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人

の買取引受による売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間（以下「ロックアッ

プ期間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通

株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。）を行わない旨を合意しており

ます。 

また、当社はみずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書

面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利又は義務を有する

有価証券の発行等（ただし、一般募集及び株式分割による新株式発行並びにストックオプションと

しての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨を合意しております。 

なお、上記の場合において、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で、

当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

以  上 


